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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年８月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年１月３１日 ０１時５５分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎
お ま えざ き

市御前埼東南東方沖 

 御前埼灯台から真方位１１１°７.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３３.２′ 東経１３８°２２.０′） 

事故の概要  コンテナ船ふたば及び貨物船盛
せい

昭
しょう

丸は、共に西進中、両船が衝突

した。 

 ふたばは、船尾部外板の凹損等を生じ、また、盛昭丸は、船首部外

板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 ふたば、７４９トン（コンテナ最大積載数２１１Ｔ

ＥＵ（２０フィートコンテナ換算）） 

   １４２３３２、向島ドック株式会社、有限会社八幸マリン（船

舶借入人、Ａ社） 

   ９３.９０ｍ×１４.００ｍ×６.７０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,７６１kＷ、平成２６年１０月 

Ｂ 貨物船 盛昭丸、４９９トン 

   １４１４２０、井下海運株式会社（Ｂ社） 

  ７４.７１ｍ×１２.２０ｍ×７.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２３年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７２歳 

   二級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和４９年６月７日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１２月１９日 

 免状有効期間満了日 令和６年１月５日 

航海士Ａ 男性 ３０歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２７年４月１６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成３０年９月１２日 

免状有効期間満了日 令和２年４月１５日 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年２月１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３０年８月２８日 

    免状有効期間満了日 令和６年１月３１日 

  甲板長Ｂ 男性 ８０歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１７年９月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年７月２２日 

    免状有効期間満了日 令和２年９月１１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船尾部外板に凹損及び擦過傷、船尾部のハンドレールに折損等 

Ｂ 船首部外板に破口、船首部ブルワークに圧壊及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、コンテナ約１,

３６０ｔを積載し、平成３１年１月３０日１４時４０分ごろ愛知県名

古屋港に向けて京浜港横浜区を出港した。 

Ａ船は、法定灯火を表示し、名古屋港の入港時刻を調整する目的で

約６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）とし、御前埼東南

東方沖を西進していた。 

Ａ船は、航海士Ａが、２３時４５分ごろ昇橋し、前直の船長Ａから

約６knの速力を保って航行するように指示を受け、３１日００時００

分ごろ単独の船橋当直につき、約２６６°（真方位、以下同じ。）の

針路で自動操舵により航行した。 

航海士Ａは、６Ｍレンジ及び真方位表示としたレーダー１台に、Ａ

ＩＳ情報及び３分間の真方位に設定したエコートレイルを表示させ、

見張りを行っていたところ、同レーダーで船尾方約１ＭにＡ船より速

い速力で同航するＢ船を認めた。 

航海士Ａは、時折、レーダーで、Ｂ船が徐々に近付いていることを

確認していたものの、過去に、至近に接近してから追い越す船舶を見

たことがあったので、Ｂ船も同様に、いずれＡ船の進路を避けるだろ

うと思い、専ら前方の見張りを行っていたところ、０１時５５分ごろ

衝撃を感じた。 

船長Ａは、衝撃を感じて昇橋し、航海士Ａが状況を把握できていな

かったので、周囲を確認していたところ、Ｂ船がＡ船の左舷方を追い

越していくのを認めた後、Ｂ船からＶＨＦ無線電話で連絡を受け、Ａ

船とＢ船とが衝突したことを知った。 

 Ａ船は、船長Ａが、海上保安庁に本事故の発生を通報し、浸水がな

いことを確認した後、同庁の指示により御前崎市御前崎港に入港し
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た。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板長Ｂほか３人が乗り組み、空船状態で、１

月３０日１６時２０分ごろ岡山県笠岡市神島
こうのしま

外港に向けて千葉県千

葉港を出港した。 

Ｂ船は、法定灯火を表示し、甲板長Ｂが、３１日００時００分ごろ

単独の船橋当直につき、約２６４°の針路及び約１２knの速力で自動

操舵により御前埼東南東方沖を西進した。 

甲板長Ｂは、船首方にＢ船より遅い速力で同航するＡ船の灯火を初

認し、６Ｍレンジ及び真方位表示としたレーダー及び目視でＡ船の動

向を見ていたところ、腹痛を感じ始めた。 

甲板長Ｂは、Ａ船までの距離が約１.３Ｍとなった０１時４３分ご

ろ、Ａ船の他に航行の支障となる船舶が見当たらず、Ｂ船がＡ船に追

いつくまでには時間があると思い、船橋を無人の状態とし、階下にあ

るトイレに向かった。 

甲板長Ｂは、トイレに行った後、船橋への階段を昇っていたとこ

ろ、衝撃を感じたので、急いで船橋に向かい、昇橋して船首方至近に

Ａ船を認め、Ｂ船の船首部とＡ船の船尾部とが衝突したことを知り、

直ちに主機を中立運転とした。 

自室で休息中の航海士は、衝撃を感じたので、自室の前面の窓から

船首方を見たところ、船首方至近に他の船舶の船尾灯を認めたので、

衝突したと思い、自室で休息中の船長Ｂに報告した。 

Ｂ船は、昇橋した船長Ｂが、甲板長Ｂから本事故の発生の報告を受

けてＶＨＦ無線電話でＡ船の状況を確認し、海上保安庁に本事故の発

生を通報した後、Ｂ船に浸水がないことを確認し、その後、同庁の指

示により御前崎港に入港した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ Ｂ

船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、船首船橋型のコンテナ船で、本事故当時、コンテナが甲板

上に２段積みされた状態であり、船尾方の見通しは良好であった。 

甲板長Ｂは、本事故当時、当直者以外の乗組員が休息している時間

帯なので、船橋を離れる際、同乗組員を起こして昇橋を要請すること

にためらいを感じていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、御前埼東南東方沖を西進中、航海士Ａが、後方から接近す

るＢ船がいずれＡ船の進路を避けるだろうと思い、前方の見張りを行

いながら同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と衝突した



- 4 - 

ものと考えられる。 

航海士Ａは、過去に、至近に接近してから追い越す船舶を見たこと

があったことから、Ｂ船も同様に、いずれＡ船の進路を避けるだろう

と思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、御前埼東南東方沖を西進中、単独で船橋当直中の甲板長Ｂ

が、腹痛を感じた際、船橋を離れ、船橋を無人の状態として航行を続

けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

甲板長Ｂは、休息中の乗組員を起こして昇橋を要請することにため

らいがある中で、Ｂ船が船首方のＡ船に追いつくまでには時間がある

と思ったことから、船橋を無人の状態として船橋を離れたものと考え

られる。 

原因 本事故は、夜間、御前埼東南東方沖において、Ａ船及びＢ船が共に

西進中、航海士Ａが、後方から接近するＢ船がいずれＡ船の進路を避

けるだろうと思い、前方の見張りを行いながら同じ針路及び速力で航

行を続け、また、単独で船橋当直中の甲板長Ｂが、腹痛を感じた際、

船橋を離れ、船橋を無人の状態として航行を続けたため、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 Ａ社は、本事故後、管理船舶の乗組員に対し、後方の見張りの励行

を指導するとともに、レーダーを活用すること、ＶＨＦ無線電話を積

極的に使用して他の船舶の操船意図を確認することなどの再教育を行

った。 

 Ｂ社は、本事故後、乗組員に対し、やむを得ず、航海中に船橋を離

れる場合には、他の航海士に昇橋を要請し、船橋を無人としないよう

指導した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・自船を追い越す状態にある船舶を認めた場合、自船の進路を避け

てくれると思い込むことなく、レーダーを活用するなどして同船

舶に対する見張りを継続すること。 

・当直者は、体調を整えて当直に入ることに努め、当直中に体調が

悪くなった場合には、替わりの当直者を立てて船橋を無人としな

いこと。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路及び船首方位は真方

位である。 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※  

対地針路※ 

（°） 

 

対地速力 

（kn） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

01:36:12 034-33-31.7 138-26-37.3 261.8 12 

01:40:41 034-33-26.6 138-25-31.6 262.3 12 

01:43:12 034-33-23.7 138-24-54.3 265.1 12.2 

01:45:12 034-33-21.4 138-24-24.6 266.4 12.5 

01:47:13 034-33-19.1 138-23-54.5 267.2 12.4 

01:48:11 034-33-18.1 138-23-40.0 264.8 12.4 

01:49:13 034-33-16.9 138-23-24.6 265.8 12.3 

01:50:11 034-33-15.8 138-23-10.5 265.9 12.1 

01:51:15 034-33-14.5 138-22-55.2 262.8 11.7 

01:52:11 034-33-13.5 138-22-41.7 264.9 11.8 

01:53:12 034-33-12.4 138-22-27.4 263.9 11.9 

01:54:12 034-33-11.2 138-22-13.2 265.3 12.1 

01:54:42 034-33-10.7 138-22-06.0 266.1 11.9 

01:55:12 034-33-10.3 138-21-59.9 264.9 8.3 

01:56:12 034-33-09.7 138-21-50.1 268.4 8.2 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路は真方位である。 

なお、船首方位については、簡易型ＡＩＳのため記録されていなかった。 

 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※  

対地針路※ 

（°） 

 

船首方位※ 

（°） 

 

対地速力 

（kn） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

01:36:10 034-33-16.6 138-24-05.4 265.5 271 5.9 

01:40:10 034-33-15.3 138-23-36.4 268.3 271 5.9 

01:43:09 034-33-14.3 138-23-15.1 265.8 271 5.8 

01:45:09 034-33-13.6 138-23-01.7 266.1 271 5.5 

01:47:08 034-33-12.8 138-22-48.5 264.7 270 5.5 

01:48:08 034-33-12.4 138-22-42.0 266.5 271 5.3 

01:49:08 034-33-12.0 138-22-35.5 264 270 5.4 

01:50:08 034-33-11.6 138-22-28.9 266.4 271 5.4 

01:51:08 034-33-11.3 138-22-22.3 266.2 271 5.4 

01:52:08 034-33-11.1 138-22-15.7 266.7 270 5.5 

01:53:08 034-33-10.8 138-22-09.0 266.9 270 5.5 

01:54:09 034-33-10.5 138-22-02.3 266.4 270 5.5 

01:54:40 034-33-10.4 138-21-59.0 267.1 271 5.4 

01:55:09 034-33-10.3 138-21-55.1 270.2 274 7.7 

01:56:09 034-33-11.2 138-21-45.8 274.7 273 7 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 


